
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダ（２）内に形成されかつ上下動するピストン（５）により 燃
焼室（３）を備え （５）が連接棒（６）を介して クランクケーシング（４）
内に回転可能に装着されたクランク軸（７）を駆動し、
　さらに燃焼室（３）からの排気ガスを導出する排気口（１０）と、燃焼室（３）内に新
鮮混合気を供給する吸気口（１１）とを備え、この吸気口が貯気管路（１４）の

（１３）を形成し、その （１５）がクランクケーシング（４）内に開口し
（１４）がその端部（１３，１５）の間にて燃料・空気混合気用混合気形成装置

（８ａ）の混合気管路（２８）と結合し、クランクケーシング（４）が 別の混合気形成
装置（８ｂ）の吸入管路（１７）と結合する燃焼空気および燃料 クランクケーシ
ング吸気口（１６）を有し、
　そしてクランクケーシング（４）が燃焼室（３）への溢流管路（１８）を有し、この溢
流管路が にて溢流口（１９）でもって燃焼室（３）内に開口し、他端（２０）にてク
ランクケーシング（４）と結合している２行程原動機において、
　 貯気管路（１４）に通ずる 混合気管路（２８）の （ｄ）が クラ
ンクケーシング吸気口（１６）に通ずる 吸入管路（１７）の （Ｄ）

こと、および
　内燃機関（１）のアイドリング時に クランクケーシング吸気口（１６）に開口する
燃料孔（３１）がほぼ完全に閉止され、そして運転に必要な燃料がほぼ 貯気管路（１
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４）に通ずる 混合気管路（２８）のみを経て供給されることを特徴とする２行程原動
機。
【請求項２】
　内燃機関のアイドリング時に供給される燃焼空気がほぼ 混合気管路（２８）のみを
経て供給され、そして クランクケーシング吸気口（１６）がほぼ閉止されることを特
徴とする、請求項１に記載の２行程原動機。
【請求項３】
　部分負荷運転時 内燃機関（１）に供給され
る燃料が にて 吸入管路（１７）および クランクケーシング吸気口
（１６）を介して供給されることを特徴とする、請求項１または２に記載の２行程原動機
。
【請求項４】
　クランクケーシング吸気口（１６）に通ずる吸入管路（１７）の （Ｄ）に対す
る貯気管路（１４）に通ずる混合気管路（２８）の （ｄ）の比（Ｖ＝ｄ／Ｄ）が
、１／２ １／１２の範囲にあることを特徴とする、請求項 に記載
の２行程原動機。
【請求項５】
　混合気管路（２８）の （ｄ）が混合気管路絞り機構（４０）により可変となっ
ていることを特徴とする、請求項 に記載の２行程原動機。
【請求項６】
　吸入管路（１７）の （Ｄ）が吸入管路絞り機構（２９，３０，４９）により可
変となっていることを特徴とする、請求項 に記載の２行程原動機。
【請求項７】
　混合気管路絞り機構（４０）および吸入管路絞り機構（２９，３０，４９）が、互いに
位置依存的に連結していることを特徴とする、請求項５または６に記載の２行程原動機。
【請求項８】
　アイドリング時に混合気管路（２８）が開放して吸入管路（１７）が閉止され、そして
全負荷範囲にて混合気管路（２８）が絞られて吸入管路（１７）が開放するように、前記
連結が互いに逆に作用することを特徴とする、請求項７に記載の２行程原動機。
【請求項９】
　絞り機構が絞り弁（３０，４０）として、絞りローラ（２９）として、または絞りすべ
り弁（４９）として設けられていることを特徴とする、請求項 に記
載の２行程原動機。
【請求項１０】
　混合気管路（２８）の （ｄ）が不変に固定されていることを特徴とする、請求
項 に記載の２行程原動機。
【請求項１１】
　吸入管路（１７）の （Ｄ）が不変に固定されていることを特徴とする、請求項

に記載の２行程原動機。
【請求項１２】
　混合気を形成する管路（１７，２８）への燃料供給が制御 ことを特徴とする
、請求項 に記載の２行程原動機。
【請求項１３】
　燃料が弁（４２）を されることを特徴とする、請求項１２に記載の２行程原
動機。
【請求項１４】
　燃料が負圧により混合気を形成する管路（１７，２８）内に吸引されることを特徴とす
る、請求項 に記載の２行程原動機。
【請求項１５】
　混合気管路（２８）および吸入管路（１７）が共通の気化器ケーシング内に構成されて
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いることを特徴とする、請求項 に記載の２行程原動機。
【請求項１６】
　混合気管路（２８）および吸入管路（１７）がほぼ平行に ことを特徴とする
、請求項１５に記載の２行程原動機。
【請求項１７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、請求項１の前提部に記載の、特に動力チェーンソー、刈払い機、切断研削機等
のような手動操作の作業機械における駆動原動機としての２行程原動機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
米国特許第４ ,２５３ ,４３３号明細書より、１端でもって排気口にほぼ対置して燃焼室に
接続し、他端でもってクランクケーシングに対し開放している貯気管路に、気化器の混合
気通路が開口している内燃機関は周知である。クランクケーシングは、燃焼空気の他に内
燃機関の運転に必要な燃料の１部をも供給すべきダイヤフラム制御式吸気口を有する。こ
のような配置では、クランクケーシング吸気口および貯気管路への燃料分配が、その都度
内燃機関の運転条件に適合するように注意しなければならない。これは、技術的に高くつ
きかつそれぞれの管路に絞り機構を必要とし、その場合絞り機構は互いに位置依存的に連
動する必要がある。実際には、このような内燃機関は全運転範囲に亘っては最適に作動し
ないことが判っている。特にアイドリングからの加速の場合、供給される空気量と燃料量
の割合の変化により障害が生ずることがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、上に挙げた形式の２行程原動機を次のように、すなわち内燃機関の全運
転範囲に亘り良好な排ガス値にて良好な性能発揮と良好な加速態様を達成するように構成
することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
前記の課題は、本発明により、請求項１の特徴とする構成により解決される。
【０００５】
【発明の作用および効果】
　本発明では、貯気管路に通ずる混合気管路の が、クランクケーシング吸気口に
通ずる吸入管路の よりも半分以上小さく形成するように、構造的に設定されてい
る。それによって、混合気管路内にて所要の燃料量を吸入する可能性を基本的に与える充
分に高い流動速度の得られることが達成される。かくして、内燃機関のアイドリング時に
クランクケーシング吸気口に通ずる燃料孔がほぼ完全に閉止され、従って運転に必要な燃
料は主として専ら貯気管路に通ずる混合気管路を介して供給される。それによって、アイ
ドリング運転時に燃焼室に充分に油を含む混合気が供給され、この混合気によりクランク
ケーシング吸気口を経て空気供給のときも燃焼室内が著しく燃料不足にならないことが保
証される。むしろ、燃焼室内には均一なかつ点火し易い混合気があって、障害のない滑ら
かなアイドリングが保証される。アイドリング時に内燃機関に生成する混合気配分により
、強力な加速も促進される。
【０００６】
少なくとも内燃機関のアイドリング時に、運転に必要な燃料のみならず、運転に必要な燃
焼空気も、専ら貯気管路に通ずる混合気管路を介して供給されるので有利である。
【０００７】
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　実際には、部分負荷運転時および 全負荷運転時に、内燃機関に供給される燃料
量をほぼ０％ないし３５％の 割合にて、吸入管路を介してクランクケーシング吸気
口に供給するのが有効であることが判っている。この割合は、主として可動部分の潤滑の
用をなし、そして燃焼室内における混合気生成への影響は小さいものに過ぎない。
【０００８】
　貯気管路およびクランクケーシング吸気口に対する混合気形成装置の構造的形成にとっ
ては、相互の の比Ｖが重要である。この比は１／２ないし１／１２の範囲にある
べきであり、その場合クランクケーシング吸気口に通ずる吸入管路の に対する貯
気管路に通ずる混合気管路の がこの比に設定される。
【０００９】
混合気管路および吸入管路は、共通のケーシング内に位置し、そして内燃機関のシリンダ
接続管部に簡単に接続可能な二重流動式気化器を形成するのが有利である。
【００１０】
　混合気管路および吸入管路への燃料供給は、多様な方式で行うことができる。混合気管
路の を混合気管路絞り機構により可変とし、その際混合気管路内への燃料孔が制
御されず、すなわち燃料供給が専ら混合気管路内の負圧により定まるのが有利である。同
様に、吸入管路の を吸入管路絞り機構により可変とし、それによってこの場合も
吸入管路内への燃料孔を負圧により制御することができる。
【００１１】
　いろいろの負荷範囲において、混合気管路を介しての燃料／空気・混合気の、および吸
入管路を介しての燃料および 燃焼空気の適合した供給を達成するため、混合気管
路内に配置した絞り機構が、吸入管路内に配置した絞り機構と位置依存式に連結されるの
が合目的である。この連結は、アイドリング時に混合気管路が開放されて吸入管路が閉止
され、これに対し全負荷時には混合気管路が絞られまたは閉止されて吸入管路が開放する
ように設けられている。
【００１２】
　混合気管路の および 吸入管路の を不変に固定して構成するの
も合目的である。このときは、混合気管路または吸入管路への燃料孔を制御可能に構成し
、特に機械的に制御するのが有利である。このため、例えば燃料孔内に針弁を設けること
ができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明を図面に示す実施例により詳細に説明する。
図１ないし図６に図式的に示す２行程原動機は、携帯可能な手動操作の作業機械における
、例えば動力チェーンソー、刈払い機、吹奏機械、切断研削機等における駆動原動機とし
て特に用いられる。
【００１４】
２行程原動機１は、主としてシリンダ２および上下するピストン５により境界される燃焼
室３よりなる。ピストン５は、連接棒６を介してクランクケーシング４内に回転可能に装
着されたクランク軸７を駆動する。
【００１５】
燃焼室３に生ずる排気ガスは、ピストン５により制御される排気口１０を経て導出される
。実施例においては、排気口１０にほぼ対置してシリンダ壁に吸気口１１が設けられてお
り、この吸気口１１はシリンダ接続管部１２の吸気口部分９に連なっている。吸気口１１
は、新鮮混合物を供給する貯気管路１４の１端１３を形成し、貯気管路の他端１５はクラ
ンクケーシング４に出口を持っている。貯気管路１４は、その両端１３と１５との間にて
、有利には逆止め弁２４を介して第１の混合気形成装置８ａの混合気管路２８と結合して
いる。第１の実施例において、混合気形成装置８ａはベンチュリを有するダイヤフラム気
化器として構成することができる。
【００１６】

10

20

30

40

50

(4) JP 3994026 B2 2007.10.17

／または
少ない

流れ直径
流れ直径

流れ直径

流れ直径

流れ直径

／または

流れ直径 ／または 流れ直径



　さらにクランクケーシング４は、有利にスリット制御されるまたはダイヤフラム制御さ
れるクランクケーシング吸気口１６を有しており、この吸気口１６は燃料および
燃焼空気を供給する別の混合気形成装置８ｂの吸入管路１７と結合している。またクラン
クケーシング４は、溢流管路１８（図３）を介して燃焼室３と結合している。このため、
溢流管路１８は にて溢流口１９（図３）でもって燃焼室３内に開口し、そして

２０にてクランクケーシング４と結合している。
【００１７】
シリンダ２は圧力鋳造可能であり、シリンダ内にまたはシリンダ壁に設けたすべての開口
部と管路は、直線スライダーにより構成することができる。排気口１０、吸気口部分９お
よびクランクケーシング吸気口１６は、ほぼシリンダ軸２１に対し半径方向を指向して位
置する管路部分として構成されており、これらは取付けることも可能である。
【００１８】
燃焼室３内における貯気管路１４の吸気口１１は、ピストン５の上向き方向２２における
スリット制御に際し、クランクケーシング吸気口１６の上方に位置する。この場合貯気管
路１４は、主として２行程原動機１の外側構成部として構成されている。ダイヤフラム制
御のクランクケーシング吸気口１６の場合は、他の位置も有利である。
【００１９】
実施例において、排気口１０、吸気口１１およびクランクケーシング吸気口１６はピスト
ン５により制御され、従ってスリット制御される。混合気形成装置８ａと貯気管路１４と
の間の結合は、実施例ではダイヤフラム弁として形成される逆止め弁２４を介して行われ
るが、スリット制御も有利である。
【００２０】
図１において、ピストン５は行程方向２２に上方へ走行し、その際クランクケーシング４
内に生ずる負圧により開放している逆止め弁２４を通って油を含む燃料・空気混合気の吸
引が行われる。油を含む混合気は、貯気管路１４内に流入する。当該構成は、次のように
設けられている。公称回転数および全負荷の場合、次の量の混合気が貯気管路１４内に吸
引され、すなわち有利には混合気の約０％ないし３５％、特に約１０％の部分がクランク
ケーシング４内に移行し、可動部分の潤滑に寄与するのである。吸引された油を含む混合
気のこの部分移行は、図１において、矢印２５にて示されている。ピストン５が行程方向
２２にさらに上部死点の方向に走行すると、クランクケーシング吸気口１６も開放する（
図２）。吸入管路１７を介して、別の燃料・空気混合気または純粋の燃料空気が別の混合
気形成装置８ｂよりクランクケーシング４内に流入する。
【００２１】
排気口１０は閉じ、燃焼室３内にある圧縮された混合気は、ピストン５の上部死点の近く
で点火される。図３に示すように、ピストン５は上部死点を通過して行程方向２２に下方
へ走行し、その場合先ず排気口１０が開放されるので、燃焼の排気ガス２６は流出するこ
とができる。その直後または排気口１０と同時に溢流口１９が開放され、よってクランク
ケーシング４内に暫定貯蔵された混合気量または燃焼空気量２７は燃焼室３内に流入し、
排気ガスが排気口１０から押し出される。燃焼室３が充分に負荷軽減した後、貯気管路１
４の吸気口１１も開放される。ピストン５が行程方向２２に下方へ走行し、下部死点（図
４）の近くでクランクケーシング容積は強く圧縮される。吸気口１１の開放時、貯気管路
１４内に暫定的に貯えられた油を含む混合気は、クランクケーシング４内の高い圧力によ
り短時間で燃焼室３内に押し込まれる。混合気形成装置８ａへの還流は、逆止め弁２４が
閉止されているので阻止される。
【００２２】
　クランクケーシングから燃焼室内に流入する燃焼空気２７の が主として洗浄損失を
なし、さらに吸気口１１を経て流入する油を含む混合気が、時間的に早期に流入した燃焼
空気により排気口１０に対し遮蔽される。燃焼室３内にある流動により、層をなす混合気
負荷は強く渦まくようにされ、行程方向２２に上昇するピストン（図５）によりさらに圧
縮されるとき均一な混合気２３が形成される。ピストン５が行程方向２２に上昇するとき
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、次の作動サイクルに対し、再び貯気管路１４内の油を含む混合気の吸引と滞留とが行わ
れる。これについては、図１により説明した。ついで、上部死点の近くで（図６）燃焼室
３内の新たな点火が行われ、作動サイクルが最初から始まる。
【００２３】
　本発明では、貯気管路１４に通ずる混合気管路２８の ｄが、クランクケーシン
グ吸気口１６に通ずる吸入管路１７の Ｄよりも半分以上小さいように設けられて
いる。この場合、内燃機関のアイドリング時に、クランクケーシング吸気口１６に通ずる
吸入管路１７をほぼ完全に閉止し、運転に必要な燃料および運転に必要な燃焼空気をほぼ
貯気管路１４に通ずる混合気管路２８のみを経て供給するようにしている。よって、クラ
ンクケーシング吸気口１６への吸入管路１７はアイドリング時に、図７に示すように、軸
の周りに旋回可能な絞り弁３０により完全に閉止可能となっている。絞り弁３０が完全に
閉止されたとき、燃料孔３１を介して吸入管路１７へ燃料が流れることはない。クランク
ケーシング吸気口１６には、燃焼空気も燃料も供給されない。
【００２４】
混合気管路２８には、アイドリング時に特に完全に開放される絞り弁４０を同じく配置す
ることができる。アイドリング時に、吸入管路１７の絞り弁３０は閉止されている。混合
気管路２８内に作用する負圧により、燃料孔４１を経て燃料が吸入されるので、吸気口部
分９を介して貯気管路１４にほぼ全空気およびアイドリング時の内燃機関の運転に必要な
全燃料が供給される。絞り弁４０の下流側に燃料孔４１を、そして絞り弁の上流側に追加
の燃料孔４１ａを設けるのが有利であり、この燃料孔４１ａは、例えば部分負荷運転時お
よび全負荷運転時に作動し、そして気化器として、特にダイヤフラム気化器として構成す
ることができる。絞り弁３０および４０は、例えば連動棒５０を介して互いに連結され、
その際燃料孔４１は絞り弁４０の下流側にて混合気管路２８に開口し、そして負圧制御さ
れるのが有利である。よって燃料孔４１は、ダイヤフラム気化器のような気化器により形
成することができる。吸入管路１７に開口する燃料孔３１は、絞り弁３０の上流側に位置
する。
【００２５】
アイドリング時に、混合気管路２８は開放しそして吸入管路１７は絞られ、これに対し全
負荷時に混合気管路２８は絞られ、吸入管路１７は開放している。燃料孔４１は絞り弁４
０の下流側に位置するので、全負荷時にかなりの量の燃料が混合気管路２８を通って貯気
管路内に送られる。
【００２６】
　部分負荷運転時および 全負荷運転時に、吸入管路１７を介してクランクケーシ
ング吸気口１６に、燃料孔３１による燃料の少ない割合を供給するのが有利である。合目
的な構成では、該割合は内燃機関の運転時に必要な全燃料のほぼ０％ないし３５％の範囲
にある。
【００２７】
　燃料（アイドリング時に専ら混合気管路２８を介して、部分負荷時および全負荷時に有
利には１部を吸入管路１７を介して）および必要な燃焼空気の分割に対し、クランクケー
シング吸気口１６に通ずる吸入管路１７の Ｄに対する貯気管路１４に通ずる混合
気管路２８の ｄの比Ｖ＝ｄ／Ｄが、１／２ないし１／１２の範囲にあると有利で
ある。
【００２８】
　図８に示す実施例では、両管路１７および２８に絞り機構は設けられていない。図７で
は、混合気管路２８に絞り弁４０が、そして吸入管路１７に絞り弁３０が配置されている
のに対し、図８に示す実施例では、混合気管路２８の および（または）吸入管路
１７の は不変にされている。混合気の制御には、混合気管路２８への燃料孔４１
および吸入管路１７への燃料孔３１が制御可能であり、特に機械的に制御可能である。す
なわち、図９に示すように、燃料は弁４２、有利には針弁４３を介して供給することがで
きる。図９では、燃料孔４１が針弁４３により機械的に制御可能であり、針弁は所望の燃
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料流入に依存して調整方向４４に開放されまたは閉止される。
【００２９】
図９においては、別案として、燃料孔３１を制御なしに構成し、よって燃料供給は専ら吸
入管路１７内の圧力関係により行われるようになっている。クランクケーシング吸気口１
６への吸入管路１７の絞りのため、吸入管路１７に対し横に位置する回転軸の周りに調整
可能なローラ弁２９の形式の絞り弁を設けることも可能である。
【００３０】
　図１０の実施例において、吸入管路１７はすべり弁４９により絞られ、これに対し混合
気管路２８には絞り装置がなく、従って同管路はほぼ不変の を有する。混合気管
路２８内へは、燃料孔４１を介して負圧により燃料供給が行われる。このような混合気形
成装置８ａは、ダイヤフラム気化器により有利に形成される。
【００３１】
同様に、吸入管路１７への燃料孔３１における混合気形成装置８ｂは、吸入管路絞り機構
４９の上流側にダイヤフラム気化器を有するので、吸入管路１７内にある負圧に依存して
燃料はクランクケーシング吸気口１６に供給される。
【００３２】
混合気管路２８および吸入管路１７は、二重流動式に構成された気化器８のケーシング内
に有利に配置され、その場合両管路１７および２８は互いにほぼ平行に位置する。このよ
うな二重流動式気化器は、クランクケーシング吸気口１６が内燃機関の行程方向２２に新
鮮混合気用の吸気口１１の下方に位置する限り、大きな構造的経費なしに内燃機関１のシ
リンダ接続管部１２と結合することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による２行程原動機の作動サイクルによる運転態様の図式図である。
【図２】　本発明による２行程原動機の作動サイクルによる運転態様の図式図である。
【図３】　本発明による２行程原動機の作動サイクルによる運転態様の図式図である。
【図４】　本発明による２行程原動機の作動サイクルによる運転態様の図式図である。
【図５】　本発明による２行程原動機の作動サイクルによる運転態様の図式図である。
【図６】　本発明による２行程原動機の作動サイクルによる運転態様の図式図である。
【図７】　図１ないし図６に示す内燃機関の運転用二重流動式気化器の図式断面図である
。
【図８】　 の不変な混合気管路および吸入管路を有する図７に示す二重流動式気
化器の図式断面図である。
【図９】　混合気管路および絞り可能な吸入管路にて燃料供給が制御可能である、図７の
図に対応する二重流動式気化器の図式断面図である。
【図１０】　 が不変の混合気管路および絞り可能な吸入管路有する二重流動式気
化器の別の実施例の図式断面図である。
【符号の説明】
１　内燃機関　　　　　　２　シリンダ
３　燃焼室　　　　　　　４　クランクケーシング
５　ピストン　　　　　　７　クランク軸
８ａ，８ｂ　混合気形成装置
１０　排気口　　　　　１１　吸気口
１４　貯気管路
１６　クランクケーシング吸気口
１７　吸入管路　　　　１８　溢流管路
２１　シリンダ縦軸線　２８　混合気管路
２９，３０，４９　吸入管路絞り機構
３１，４１　燃料孔
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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